
営繕工事における現場の週休 2 日制導入の概要（R6.4.1 施行） 

 

1 対象工事 

①発注者指定方式（設計額 1,000 万円以上で、市が指定する営繕工事） 

②受注者希望方式（設計額 1,000 万円以上で、業者が希望する営繕工事） 

2 週休 2 日とは、4 週 8 休以上（労務費×1.05） 

         4 週 7 休以上 4 週 8 休未満（労務費×1.03） 

         4 週 6 休以上 4 週 7 休未満（労務費×1.01）のいずれか。 

3 流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場説明書  

※①か②かを市が決めて入札する。  

①発注者指定方式…労務費×1.05 に補正して設計する。 

②受注者希望方式…労務費を補正せず設計する。  

工事着工日又は契約後 14 日以

内に実施工程表を提出 

①発注者指定方式 

※4 週 8 休以上に限る。 

工事着手 

工事完了 

4 週 8 休以上が達成できていな

ければ、減額変更する。 

労務費÷1.05 

②受注者希望方式 

工事着工日又は契約後 14 日以

内に様式第 1 号を提出しても

らい、業者の意向を確認する。

週休 2 日を希望している場合

は、実施工程表も添付 

週休 2 日が達成できていれば、

予算内で増額変更する。 
4 週 8 休以上    労務費×1.05 

4 週 7 休～8 休  労務費×1.03 

4 週 6 休～7 休 労務費×1.01 

入札 ＆ 業者決定  

4 週 8 休以上が達成できていれば、工事成績評定にて評価する。 


